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議第５６号 

各務原市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 各務原市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

  令和４年３月１０日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、この条例を定

めようとする。 
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各務原市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

各務原市国民健康保険条例（昭和３８年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

第１３条の６中「６３万円」を「６５万円」に改める。 

第１３条の６の１２中「１９万円」を「２０万円」に改める。 

第１９条第１項中「６３万円」を「６５万円」に改め、同条第３項中「６３万円」

を「６５万円」に、「１９万円」を「２０万円」に改め、同条第４項中「６３万円」

を「６５万円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の各務原市国民健康保険条例の規定は、令和４年度以後の年度分の保険料

について適用し、令和３年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によ

る。 
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議第５７号 

   工事請負契約の変更について 

各務原市庁舎解体工事の請負契約（令和３年６月２８日各務原市議会議決）中「７

１５，０００，０００円」を「８０３，０７８，１００円」に変更するものとする。

  令和４年３月１０日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      
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